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栃 木 県 規 則 第 三 十 号

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 昭 　 　 夫

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 十 号 中 「 届 出 者 　 氏 　 　 　 　 　 　 　 　 名 印 」 を
「 届 出 者 　 氏 　 　 　 　 　 　 　 名 印 」
に 改 め る 。

（ 本 人 署 名 の 場 合 は 押 印 省 略 可 ）

（ ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 生 年 月 日

別 記 様 式 第 三 号 中

法 人 に あ つ て は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 　

を

び 名 称 並 び に 代 表 者 の 氏 名 　 　 　 　 　 　 　 」

「 法 人 に あ つ て は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及

び 並 び に 代 表 者 の 氏 名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
に 改 め る 。

（ 本 人 署 名 の 場 合 は 押 印 省 略 可 ）

生 年 月 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

（ 理 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 理 容 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 三 号 中
「

を
」

「

に 改 め る 。

」

（ 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 美 容 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 を
」

「

」

生年月日

法人にあつては、主たる事務所の所在地及

び名称並びに代表者の氏名

法人にあつては、主たる事務所の所在地及

び名称並びに代表者の氏名

（本人署名の場合は押印省略可）

生年月日

法人にあつては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

法人にあつては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

（本人署名の場合は押印省略可）

法人にあつては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

法人にあつては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

（本人署名の場合は押印省略可）

（本人署名の場合は押印省略可）

に 改 め る 。

、

「届出者　氏　　　　　　　　名印」
「届出者　氏　　　　　　　名印」
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（ 森 林 組 合 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 森 林 組 合 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 を 削 り 、 第 十 二 条 を 第 十 一 条 と す る 。

附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 森 林 法 施 行 細 則 第 十 一 条 に 規 定 す る 残 高 試 算 表 で 平 成 十 六 年 三 月 末 現 在 の 出

資 の 残 高 に 係 る も の の 作 成 及 び 提 出 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 行 政 シ ス テ ム 改 革 室 ）

栃 木 県 規 則 第 三 十 一 号

と 畜 場 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 昭 　 　 夫

と 畜 場 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ と 畜 場 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 と 畜 場 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

と 畜 場 法 施 行 細 則

第 一 条 中 「 と 畜 場 法 （ 」 を 「 と 畜 場 法 （ 」 に 、 「 と 畜 場 法 施 行 令 」 を 「 と 畜 場 法 施 行 令 」 に 、 「 と 畜 場 法 施

行 規 則 」 を 「 と 畜 場 法 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 三 条 第 二 項 」 を 「 第 四 条 第 二 項 」 に 、 「 と 畜 場 」 を 「 と 畜 場 」 に 改 め 、 同 項 第

二 号 中 「 第 三 条 第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 三 項 」 に 、 「 と 畜 場 」 を 「 と 畜 場 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 第 四 条 」

を 「 第 七 条 」 に 、 「 と 畜 検 査 申 請 書 」 を 「 と 畜 検 査 申 請 書 」 に 、 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 号 」

に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 一 号 と し 、 同 項 第 五 号 中 「 第 三 条 第 二 号 」 を 「 第 四 条 第 二 号 」 に 、 「 と 畜 場 外 と 殺

許 可 申 請 書 」 を 「 と 畜 場 外 と さ つ 許 可 申 請 書 」 に 、 「 別 記 様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め 、 同 号

を 同 項 第 七 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

八 　 令 第 五 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 牛 の 皮 の と 畜 場 外 へ の 持 出 し 許 可 申 請 書
別 記 様 式 第 八 号

九 　 令 第 五 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 牛 の 卵 巣 の と 畜 場 外 へ の 持 出 し 許 可 申 請 書
別 記 様 式 第 九 号

十 　 令 第 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 獣 畜 の 肉 等 の と 畜 場 外 へ の 持 出 し 許 可 申 請 書

別 記 様 式 第 十 号

第 二 条 第 一 項 第 四 号 中 「 第 九 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 自 家 用 と 殺 届 」 を 「 自

家 用 と さ つ 届 」 に 、 「 別 記 様 式 第 四 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 六 号 と し 、 同 項 第 三 号

中 「 第 八 条 第 一 項 」 を 「 第 十 二 条 第 一 項 」 に 、 「 と 畜 場 使 用 料 及 び と 殺 解 体 料 」 を 「 と 畜 場 使 用 料 及 び と さ

つ 解 体 料 」 に 、 「 別 記 様 式 第 三 号 」 を 「 別 記 様 式 第 五 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同 項 第 二 号 の 次

に 次 の 二 号 を 加 え る 。

三 　 法 第 七 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 衛 生 管 理 責 任 者 設 置 又 は 変 更 届 　 　 　 　 　 　 別 記 様 式 第 三 号

四 法 第 十 条 第 二 項 に よ り 読 み 替 え て 準 用 さ れ る 法 第 七 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 作 業 衛 生 責 任 者 設 置 又 は 変

更 届 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 別 記 様 式 第 四 号

第 二 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 第 四 号 」 を 「 前 項 第 六 号 」 に 、 「 と 殺 し よ う と す る 」 を 「 と

さ つ し よ う と す る 日 の 」 に 、 「 第 五 号 」 を 「 同 項 第 七 号 」 に 、 「 第 六 号 」 を 「 同 項 第 十 一 号 」 に 、 「 と 殺 又 は 」

を 「 と さ つ し 、 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 四 項 を 削 る 。

第 三 条 を 削 る 。

第 四 条 中 「 第 四 条 第 一 項 第 三 号 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 並 び に じ ん あ い 処 理

場 」 を 削 り 、 同 条 を 第 三 条 と す る 。

第 五 条 の 見 出 し を 「 （ と 畜 業 者 等 の 衛 生 措 置 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 六 条 」 を 「 第 九 条 」 に 改 め 、 同 条 第 一

号 中 「 と 殺 」 を 「 と さ つ 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 条 と し 、 第 六 条 を 第 五 条 と す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 別 記 様 式 第 一 号 」 を 「 別 記 様 式 第 一 号 （ 第 二 条 関 係 ） 」 に 、 「 第 三 条 第 二 項 を 「 第 四 条

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、 、 、 、

「別記様式第１号」 「第４条「第３条第２項」「別記様式第１号（第２条関係）」

、

、

、
、

、

、 、

、

、
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第 ２ 項 に 、 「 写 」 を 「 写 し 」 に 、 「 行 な お う 」 を 「 行 お う 」 に 、 「 概 数 」 を 「 概 要 」 に 、 「 行 な う 」 を 「 行 う 」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 別 記 様 式 第 二 号 」 を 「 別 記 様 式 第 二 号 （ 第 二 条 関 係 ） 」 に 、 「 第 三 条 第 三 項 」 を 「 第 ４

条 第 ３ 項 」 に 、 「 お 届 け し ま す 」 を 「 届 け 出 ま す 」 に 、 「 許 可 、 指 令 番 号 」 を 「 許 可 指 令 番 号 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 七 号 か ら 別 記 様 式 第 十 号 ま で を 削 る 。

別 記 様 式 第 六 号 中 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 （ 第 二 条 関 係 ） 」 に 、 「 （ と 殺 」 を 「 （ と さ つ 」 に 、

「 昭 和 年 月 日 」 を 「 年 月 日 」 に 、 「 と 畜 場 で と 殺 （ 解 体 ） し た い の で 、 と 畜 場 法 施 行 令

第 四 条 」 を 「 と 畜 場 で と さ つ （ 解 体 ） し た い の で 、 と 畜 場 法 施 行 令 第 七 条 」 に 、 「 と 畜 依 頼 人 氏 名 」 を 「 と

畜 依 頼 人 氏 名 」 に 、

産　地 産　地 病　歴 投薬歴

第13 条 第 一 項 第 二 号 」 に 、 「 と 殺 し た 」 を 「 と さ つ し た 」 に 、 「 、 と 畜 場 」 を 「 、 と 畜 場 」 に 、 「 と 畜 場 法 第

九 条 第 一 項 第 三 号 」 を 「 と 畜 場 法 第 13 条 第 一 項 第 三 号 」 に 、 「 と 畜 場 法 施 行 規 則 第 五 条 第 二 項 」 を 「 と 畜 場

法 施 行 規 則 第 15 条 第 二 項 」 に 、 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 十 一 号 と す る 。

別 記 様 式 第 五 号 中 「 別 記 様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 五 号 （ 第 二 条 関 係 ） 」 に 、 「 と 畜 場 外 と 殺 許 可 申 請 書 」

を 「 と 畜 場 外 と さ つ 許 可 申 請 書 」 に 、 「 第 三 条 第 二 号 」 を 「 第 四 条 第 二 号 」 に 、 「 と 殺 し よ う 」 を 「 と さ つ し

よ う 」 に 、 「 と 殺 場 所 」 を 「 と さ つ 場 所 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 七 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 三 様 式

を 加 え る 。

に 、 「 と 畜 場 法 第 九 条 第 一 項 第 二 号 」 を 「 と 畜 場 法 　 　を

「 「

」 」

「写し」「写」第２項」 「行なおう」

条第３項」 「お届けします」

「第４「第３条第３項」「別記様式第２号（第２条関係）」「別記様式第２号」

「行う」「行なう」「概要」「概数」「行おう」

「昭和 年 月 日」

「（とさつ」「（と殺」「別記様式第６号（第２条関係）」「別記様式第６号」

「許可指令番号」「許可、指令番号」「届け出ます」

「と畜依頼人氏名」「と畜場でとさつ（解体）したいので、と畜場法施行令第７条」第４条」

「と畜場でと殺（解体）したいので、と畜場法施行令「 年 月 日」

「と畜場法第９条第１項第２号」 「と畜場法

畜依頼人氏名」

「と

「とさつした」

法施行規則第15条第２項」

「と畜場「と畜場法施行規則第５条第２項」「と畜場法第13条第１項第３号」第９条第１項第３号」

「と畜場法「、と畜場」「、と畜場」「と殺した」第13条第１項第２号」

よう」

「とさつし「と殺しよう」「第４条第２号」「第３条第２号」「と畜場外とさつ許可申請書」

「と畜場外と殺許可申請書」「別記様式第５号（第２条関係）」「別記様式第５号」

「又は」「または」

、

「とさつ場所」「と殺場所」

、、

、

、

、 、 、

、
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別記様式第８号（第２条関係）

年　　月　　日

栃木県　　食肉衛生検査所長　　様

氏　名　　　　　　　　　　　印

牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書

次のとおり牛の皮をと畜場外へ持ち出したいので、と畜場法施行令第５条第１項第１号の規定により

申請します。

１　と畜場の名称及び所在地

２　牛の皮の持出しを開始する年月日及び期間

３　１日に持出しを行う牛の皮の数量の上限及び個体識別方法

持出しを行う者の氏名 持出しを行う数量の上限 個体識別方法

４　牛の皮の持出しを行う者の住所及び氏名並びに連絡先

持出しを行う者の氏名 住　　　　　　　　　所 連　　　絡　　　先

５　運搬の方法並びに牛の皮の落下及び紛失を防止するための措置内容

持出しを行う者の氏名 運　搬　の　方　法 落下及び紛失防止措置内容

６　持ち出された牛の皮を保存する者の住所及び氏名並びに連絡先

持出しを行う者の氏名 保存者の氏名 保存者の住所 保存者連絡先

７ 持ち出された牛の皮を保存する施設の名称、所在地及び連絡先並びに当該施設における１日当たり
の保存可能量

保存者の氏名 保存施設の名称 保存施設の所在地 保存施設の連絡先 保存可能量

８　その他

（注）申請に際しては、次の書類を添付すること。

１　牛の皮の保存場所の図面

２　と畜場の管理者が備える牛の皮の持出しについて記録するための帳簿等の写し

３　牛の皮の保存を行う者が備える皮の保存について記録するための帳簿等の写し

４ 化製場等に関する法律第３条第１項（同法第８条において準用する場合を含む。）の規定による

許可を受けていることを証する書類の写し



平成16年３月31日　水曜日 号外第39号 (5)栃　木　県　公　報

別記様式第９号（第２条関係）

年　　月　　日

栃木県　　食肉衛生検査所長　　様

氏　名　　　　　　　　　　　印

牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書

次のとおり牛の卵巣をと畜場外へ持ち出したいので、と畜場法施行令第５条第１項第２号の規定によ

り申請します。

１　と畜場の名称及び所在地

２　牛の卵巣の持出しを開始する年月日及び期間

３　１日に持出しを行う牛の卵巣の数量の上限及び個体識別方法

持出しを行う者の氏名 持出しを行う数量の上限 個体識別方法

４　牛の卵巣の持出しを行う者の住所及び氏名並びに連絡先

持出しを行う者の氏名 住　　　　　　　　　所 連　　　絡　　　先

５　運搬の方法並びに牛の卵巣の紛失を防止するための措置内容

持出しを行う者の氏名 運　搬　の　方　法 紛失防止措置内容

６　持ち出された牛の卵巣を保存する者の住所及び氏名並びに連絡先

持出しを行う者の氏名 保存者の氏名 保存者の住所 保存者連絡先

７ 持ち出された牛の卵巣を保存する施設の名称、所在地及び連絡先並びに当該施設における１日当た
りの保存可能量

保存者の氏名 保存施設の名称 保存施設の所在地 保存施設の連絡先 保存可能量

８　その他

（注）申請に際しては、次の書類を添付すること。

１　牛の卵巣の保存場所の図面

２　と畜場の管理者が備える牛の卵巣の持出しについて記録するための帳簿等の写し

３　牛の卵巣の保存を行う者が備える卵巣の保存について記録するための帳簿等の写し

４ 家畜改良増殖法第24条の規定による許可を受けていることを証する書類の写し又は牛の改良増

殖に係る研究を行う機関であることを証する書類



(6)  平成16年３月31日　水曜日 号外第39号栃　木　県　公　報

別記様式第10号（第２条関係）

年　　月　　日

栃木県　　食肉衛生検査所長　　様

氏　名　　　　　　　　　　　印

獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書

次のとおり獣畜の肉等をと畜場外へ持ち出したいので、と畜場法施行令第５条第１項第３号の規定に

より申請します。

１　と畜場の名称及び所在地

２　獣畜の肉等の持出しを行う年月日

３　獣畜の肉等の持出しを行う者の住所及び氏名並びに連絡先並びに運搬方法

持出しを行う者の氏名 住　　　　　所 連　　絡　　先 運　搬　方　法

４　持ち出された獣畜の肉等を焼却する者の住所及び氏名並びに連絡先

焼却者の氏名 住　　　　　　　　　所 連　　　絡　　　先

５　持ち出された獣畜の肉等を焼却する施設の名称、所在地及び連絡先

焼却施設の名称 所　　　在　　　地 連　　　絡　　　先

６　その他

（注）申請に際しては、次の書類を添付すること。

１　と畜場の管理者が備える帳簿

２ 獣畜の肉等を産業廃棄物として処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第

１項の規定による許可を受けていることを証する書類の写し



平成16年３月31日　水曜日 号外第39号 (7)栃　木　県　公　報

別 記 様 式 第 四 号 中 「 別 記 様 式 第 ４ 号 」 を 「 別 記 様 式 第 ４ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ） 」 に 、 「 自 家 用 と 殺 届 」 を 「 自 家

用 と さ つ 届 」 に 、 「 自 家 用 と 殺 を 」 を 「 自 家 用 と さ つ を 」 に 、 「 第 ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 13 条 第 １ 項 第 １

号 」 に 、 「 お 届 け し ま す 」 を 「 届 け 出 ま す 」 に 、 「 と 殺 年 月 日 」 を 「 と さ つ 年 月 日 」 に 、 「 と 殺 場 所 」 を 「 と さ

つ 場 所 」 に 、 「 と 殺 し よ う 」 を 「 と さ つ し よ う 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 六 号 と す る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 別 記 様 式 第 ３ 号 」 を 「 別 記 様 式 第 ３ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ） 」 に 、 「 と 殺 解 体 料 」 を 「 と さ つ

解 体 料 」 に 、 「 第 ８ 条 第 １ 項 」 を 「 第 12 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 五 号 と す る 。

別 記 様 式 第 二 号 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。

「別記様式第４号」

別記様式第３号（第２条関係）

「第12条第１項」「第８条第１項」解体料」

「とさつ「と殺解体料」「別記様式第３号」

「とさつしよう」「と殺しよう」つ場所」

「とさ「と殺場所」「とさつ年月日」「と殺年月日」「届け出ます」「お届けします」号」

「第13条第１項第１「第９条第１項第１号」「自家用とさつを」「自家用と殺を」用とさつ届」

「自家「自家用と殺届」「別記様式第４号（第２条関係）」

「別記様式第３号（第２条関係）」

年　　月　　日

栃木県　　食肉衛生検査所長　様

氏　名　　　　　　　　　　印

衛生管理責任者設置又は変更届

と畜場法第７条第６項の規定により、衛生管理責任者を設置（変更）したので、次のとおり届け出ま

す。

１　届出者の住所及び氏名（法人にあつては、その代表者の氏名）

２　と畜場の所在地及び名称

３　衛生管理責任者の氏名、住所及び生年月日（変更の場合は新旧責任者の氏名、住所及び生年月日）

４　衛生管理責任者がと畜場法第７条第５項各号のいずれかに該当する旨

５　衛生管理責任者を置いた（変更した）年月日

６　衛生管理責任者を変更した理由

（注）届出に際しては、と畜場法第７条第５項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付すること。



(8)  平成16年３月31日　水曜日 号外第39号栃　木　県　公　報

別記様式第４号（第２条関係）

年　　月　　日

栃木県　　食肉衛生検査所長　様

氏　名　　　　　　　　　　印

作業衛生責任者設置又は変更届

と畜場法第10条第２項により読み替えて準用される同法第７条第６項の規定により、作業衛生責任者

を設置（変更）したので、次のとおり届け出ます。

１　届出者の住所及び氏名（法人にあつては、その代表者の氏名）

２　と畜場の所在地及び名称

３　作業衛生責任者の氏名、住所及び生年月日（変更の場合は新旧責任者の氏名、住所及び生年月日）

４ 作業衛生責任者がと畜場法第10条第２項により読み替えて準用される同法第７条第５項各号のいず

れかに該当する旨

５　作業衛生責任者を置いた（変更した）年月日

６　作業衛生責任者を変更した理由

（注）届出に際しては、と畜場法第10条第２項により読み替えて準用される同法第７条第５項各号のいずれ

かに該当することを証する書面を添付すること。



平成16年３月31日　水曜日 号外第39号 (9)栃　木　県　公　報

（ 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 「 規 則 」 を 「 、 「 規 則 」 に 、 「 第 五 条 」 を 「 第 三 十 五 条 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第 九 条 第 一 項 だ た し 書 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 中 「 第 一 条 の 三 第 三 項 」 を 「 第 五 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 中 「 第 十 九 条 の 二 」 を 「 第 四 十 九 条 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 七 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 の 二 中 「 第 二 十 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 六 十 八 条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 条 の 三 第 一 項 」 を 「 第 六 十 九

条 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 条 の 四 第 一 項 」 を 「 第 七 十 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 中 「 第 二 十 一 条 」 を 「 第 七 十 一 条 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 五 号 中
「 第 １ 条 の ２ 第 ２ 項 　
を
「 第 ４ 条 第 ２ 項 　
に 、 「 第 １ 条 の ３ 第 ３ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 ２ 項 の 」

第 １ 条 の ３ 第 ３ 項 」 第 ５ 条 第 ２ 項 」

に 、 「 同 条 第 ２ 項 」 を 「 同 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 六 号 中 「 第 19 条 の ２ 」 を 「 第 49 条 」 に 、 「 第 ４ 条 の ２ 」 を 「 第 13 条 」 に 、 「 第 19 条 の 17 第 ４ 項

第 １ 号 」 を 「 第 48 条 第 ６ 項 第 １ 号 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 七 号 中 「 第 21 条 第 １ 項 」 を 「 第 52 条 第 １ 項 」 に 、 「 第 22 条 か ら 第 24 条 ま で 」 を 「 第 54 条 か ら 第

56 条 ま で 」 に 改 め る 。
「 第 20 条 の ２ 　 　 「 第 68 条

別 記 様 式 第 八 号 中 　 第 20 条 の ３ 　 を 　 第 69 条 　 に 、 「 第 22 条 か ら 第 24 条 ま で 」 を 「 第 54 条 か ら 第 56 条 ま 　 　 　

第 20 条 の ４ 」 第 70 条 」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 九 号 中 「 第 21 条 」 を 「 第 71 条 」 に 改 め る 。

（ 栃 木 県 食 品 衛 生 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 食 品 衛 生 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 通 則 の 部 給 水 及 び 汚 物 処 理 の 款 第 一 項 中 「 第 19 条 の ２ 」 を 「 第 31 条 」 に 、 「 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定

し た 」 を 「 厚 生 労 働 大 臣 の 登 録 を 受 け た 」 に 改 め る 。

（ 食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 三 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 第 十 二 条 第 四 項 」 を 「 第 十 二 条 第 六 項 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 中 「 第 十 四 条 」 を 「 第 三 十 二 条 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「 お 届 け し ま す 」 を 「 届 け 出 ま す 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 五 号 中 「 第 12 条 第 ４ 項 」 を 「 第 12 条 第 ６ 項 」 に 、 「 お 届 け し ま す 」 を 「 届 け 出 ま す 」 に 、 「 第

12 条 第 ３ 項 各 号 」 を 「 第 12 条 第 ５ 項 各 号 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 六 号 及 び 別 記 様 式 第 十 一 号 中 「 お 届 け し ま す 」 を 「 届 け 出 ま す 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 二 号 中 「 第 14 条 」 を 「 第 32 条 」 に 、 「 お 届 け し ま す 」 を 「 届 け 出 ま す 」 に 改 め る 。

附 　 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 生 活 衛 生 課 ）

第１条の２第２項

第１条の３第３項

「厚生労働大臣の指定

した」

「第31条」「第19条の２」

「第71条」「第21条」

「第54条から第56条まで」「第22条から第24条まで」

第68条

第69条

第70条

第20条の２

第20条の３

第20条の４

56条まで」

「第54条から第「第22条から第24条まで」「第52条第１項」「第21条第１項」

「第48条第６項第１号」第１号」

「第19条の17第４項「第13条」「第４条の２」「第49条」「第19条の２」

「同条第１項」「同条第２項」

「第５条第２項の」「第1条の3第３項の」
第４条第２項

第５条第２項

「厚生労働大臣の登録を受けた」

「第12条第４項」

「お届けします」

「第32条」

「第12条第５項各号」

「届け出ます」「お届けします」「第12条第６項」

「届け出ます」

「第

12条第３項各号」

「お届けします」

「第14条」

「届け出ます」

「お届けします」 「届け出ます」
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